
大学生年代の子等（12月31日時点で，19歳以上23歳未満の方）を扶養している方の控除

← →

（注）子等の給与収入が123万円（所得58万円）超のため，

ひとり親控除や扶養障害等の対象扶養親族にはなりません。

（万円）  子等の給与収入額
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下記の給与収入については，年末に勤務先からもらう，源泉徴収票の「支払金額」欄の金額になります。

アルバイトの方については，時給×時間の額を参考にしてください。

（例）時給1,250円×4時間/日×年間100日勤務の場合，給与収入は50万円。

　　　なお，時給による給与以外に手当等の支給がある場合は給与収入に加算される場合があります。

　　（原則，通勤手当は給与収入に加算されません。）

(控除額）

←　特定扶養控除　→

（控除額：45万円）

11万円

【新設】特定親族特別控除（注）

45万円

新たな特別控除

3万～45万円

（例）特定扶養控除と同額を控除を受ける場合

子等は，時給1,250円なら年間1,280時間まで

就労可能（改正前に比べ約5.5割就労時間が増加）

（例）最低額3万円の控除を受ける場合

子等は，時給1,250円なら1,504時間まで

就労可能（改正前に比べ約8.2割就労時間が増加）

（例）改正後の給与収入上限

子等は，時給1,250円なら984時間ま

で就労可能（改正前に比べ約2割就

労時間が増加）

（例）改正前の給与収入上限

子等は，時給1,250円なら年間

824時間まで就労可能

所得要件の引き上げ


